
（仮称）ぽるたるGAMAGORI
民間活力導入の公募検討に向けた

サウンディング調査

【実施要領】

令和８年1月

蒲 郡 市



１．はじめに －本調査のねらい－
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本市では、中心部である「蒲郡駅周辺市街地エリア」、穏やかな三河湾に面した「海辺のみなとエリア」、観光
地の「竹島周辺エリア」の３エリアからなる「東港地区」を対象に、「竹島が浮かぶ三河湾に抱かれた、誰もが過
ごしたくなる 居心地の良い まち」を将来像として、まちづくりの方向性等を示す「蒲郡市東港地区まちづくりビ
ジョン（令和３年８月）」を策定しました。

同ビジョンに基づく東港地区のまちづくりの実現に向けて、令和５年８月よりマスタープランの検討を開始し、
同年12月からは市民等で組織する「蒲郡市東港地区まちプロジェクト会議」をスタートしました。複数回にわた
るまちプロジェクト会議を経て、令和６年６月には蒲郡駅～竹島ふ頭を一体的に活用する社会実験「ポートタウ
ンまちづくりデイズ」、令和７年6～８月には「みなと緑地PPP制度」の活用をイメージした社会実験「みなとまち
village」を実施し、公民連携による協働・実践を見据えた計画づくりを進めています。

また、マスタープラン検討の中で主な開発エリアとなる港湾の未利用地を「（仮称）ぽるたるGAMAGORI」と
位置づけ、その内の竹島ふ頭から先行整備する事業に着手しました。

そこで、現時点で想定する土地利用や景観形成等のまちづくりの方向性をもとに、その実現性や可能性を把
握し、公民連携事業の内容を具体化していくため、民間事業者の皆様を対象とするサウンディング型市場調査
（個別対話方式）を実施します。今回は、令和７年１月に実施した構想段階での調査（参加企業１９社）の結果を
踏まえた公募の検討に関するサウンディング調査となります。特に、先行的に整備を進める竹島ふ頭をはじめ
とした商業施設や駐車場等の事業性に関するご意見・ご提案をいただき、具体の事業者公募要件を検討した
いと考えています。民間事業者の皆様からのご意見やご提案を踏まえ、竹島ふ頭をはじめとする東港地区の
整備を可能な限り早期に事業化できるよう努めてまいります。たくさんの民間事業者の皆様にご参画いただけ
ますと幸いです。

（仮称）ぽるたるGAMAGORIにおける民間事業者の公募の検討に
向けて、商業施設・駐車場等の事業性や、みなと緑地PPP等の事業手
法の可能性についてのご意見・ご提案を募集します。



２．東港地区の概要 2

【蒲郡市東港地区へのアクセス】
 JR名古屋駅から蒲郡市東港地区（JR蒲郡駅）まで特別快速電車で約35分
 東名高速道路音羽蒲郡ICから蒲郡市東港地区（JR蒲郡駅）まで車で約30分（約10.0km）
 国道23号蒲郡ICから蒲郡市東港地区（JR蒲郡駅）まで車で約10分（約3.5km）
 蒲郡駅から竹島ふ頭まで徒歩５分

（１）東港地区の位置
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（２）東港地区まちづくりの目標像と戦略 ※マスタープラン検討資料（参考資料１）より抜粋

２．東港地区の概要
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（３）対象地のゾーニング

２．東港地区の概要
※マスタープラン検討資料（参考資料１）より抜粋



３．（仮称）ぽるたるGAMAGORIの概要 5

（１）（仮称）ぽるたるGAMAGORIの対象範囲と都市計画等の指定状況

竹島ふ頭

蒲郡駅
●

（仮称）
ぽるたる

GAMAGORI

●竹島ベイパーク
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（２）サウンディング調査の対象範囲と土地利用方針【10年～15年後の想定】

※マスタープラン検討資料
（参考資料１）より抜粋３．（仮称）ぽるたるGAMAGORIの概要

第１フェーズ

第２フェーズ

※赤枠は今回のサウ
ンディング調査の
対象範囲

第3フェーズ

※第３フェーズの範囲に関する提案等を拒む
ものではありません。



7４．竹島ふ頭先行整備について ※マスタープラン検討資料（参考資料１）より抜粋
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▼商業施設・駐車場エリアの開発イメージ

商業施設用地
（14店舗）

駐車場用地
（３０台分）

※マスタープラン検討段階での想定を示すものであり、
事業内容を限定するものではありません。

蒲郡駅方面

▼商業施設の例（大阪／汐かけ横丁）

 駐車場は３０台分を想定し、商業施設や他の
港湾関連施設の利用者の需要を見込む。

 商業施設は小規模店舗群を想定し、地元事業
者の参画のもと、飲食や物販など多様な集積
を見込む。

 事業手法は、「みなと緑地PPP」
による行政財産の貸付を想定。
事業収益の一部を当該敷地の
維持管理に還元。

 整備後、駐車場を防潮堤にそっ
て東側に延伸することや、商業
施設を増設することも検討。

N

４．竹島ふ頭先行整備について

車両動線

歩行者
動線

歩行者
動線



9５．事業スケジュール

 竹島ふ頭整備は令和10年度末までを予定。
 商業施設・駐車場エリアは令和11年度後半の

開業を想定。

※マスタープラン検討資料（参考資料１）より抜粋



10６．検討している事業手法～みなと緑地PPP～

 みなと緑地PPP制度（港湾環境整備計画制度）は、令和４年１２月に港湾法に創設された制度です。

 官民連携による賑わい空間を創出するため、港湾緑地等の行政財産を民間事業者に貸し付けて、カフェ等
の収益施設の整備を認め、収益の一部を維持管理や新たな施設整備などに公共還元し、魅力ある港湾緑地
の形成を目的としたものです。

※制度詳細については
参考資料２を参照

官民の役割分担イメージ

▼蒲郡市
•緑地整備
•上水道整備（メーター１次側止水栓
まで）
•下水道整備（公共マスまで）

▼民間事業者
•収益施設等の用途に係る建築物の
建築（初期投資）
•敷地内インフラ整備（初期投資）
•駐車場運営に係る設備（初期投資）
•緑地の維持管理（公共還元）
•駐車場維持管理（公共還元）
•適宜必要に応じたファニチャーな
どの設備整備（公共還元）



７．スケジュール
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内 容日 程

・実施要領の公開、対話の申込受付開始（蒲郡市ホームページ）令和8年 1月7日（水）

・対話の申込締切令和８年 1月２３日（金）

・対話の実施
※左記の日程以外でのヒアリングをご希望の場合は、蒲郡市みなとみらい課へご相談ください。

令和８年 ２月２日（月）～２月１３日（金）

・対話結果の公表令和８年 ３月上旬

８．参加申込の手続き
内 容項 目

・エントリーシート（様式１）
・事前ヒアリングシート（様式２） ※申込時に事前ヒアリングシート（様式２）の提出が難しい場合は、個別にご相談ください。

申込時の
提出資料

・必要事項を記入した提出資料（様式１、様式２）を添付の上、電子メールでお申し込みください。
・電子メールの件名は「蒲郡市東港地区サウンディング調査（参加申込）」としてください。

申込方法

・蒲郡市みなとみらい課 higashikou@city.gamagori.lg.jp申 込 先

令和8年 1月２３日（金） 17時まで申込期日

・対話の日時と場所は、別途ご連絡いたします。
・対話の時間は、１グループあたり1時間程度を予定しています。
・対話への出席者は、１グループにつき３名以内としてください。

備 考



９．留意事項
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１）サウンディング調査への参加要件について
サウンディング調査への参加要件は、事業の実施主体となり得る事業者とします。
※ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
• 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当する者
• 参加申込時点で、蒲郡市工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和59年12月1日施行）第3条
又は第4条又は蒲郡市物品購入等の契約に係る指名停止等の措置要領（平成31年4月1日施行）第3条
又は第4条により指名停 止を受けている者

• 会社更生法（平成14年法律第154号）及び民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく更生・再生手
続き中の者

• 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律77号）第2条第2号に規定する暴力団
又は蒲郡市暴力団排除条例（平成23年蒲郡市条例第3号）第2条に規定する暴力団に該当する者

• 国税、市税を滞納している者

２）対話への参加に関する費用について
対話への参加に要する費用は、参加者側の負担とします。また、提出された資料は返却いたしませんので、あ

らかじめご了承ください。

３）追加調査への協力のお願い
サウンディング調査後、再度、確認したいこと等が生じた場合、追加調査を実施させていただくことがあります

ので、ご協力をお願いします。

４）参加実績の取り扱いについて
個別対話への参加実績は、今後の当該地活用に関する公募等を実施する際に優位性を持つものではありま

せん。



蒲郡市 建設部 みなとみらい課 東港地区開発推進係（担当：権田、深谷）

〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
電 話：0533-66-1281 ＦＡＸ：0533-66-1191
Ｅメール：higashikou@city.gamagori.lg.jp


